
平成３０年４月１日開始

重大な消防法令違反の建物を

ホームページに公表します！！

①屋内消火栓設備
②スプリンクラー設備
③自動火災報知設備

の未設置
上記①～③いずれかの設置
義務違反がある建物

①公表内容
②公表の方法
③公表予定日

立入検査結果通知書の交付から
１４日以上経過した日において、
なお同一違反が認められる場合

①建物の名称
②建物の所在地
③違反の内容

を公表します。

立入検査結果の通知

公表の事前通知

立入検査の実施

上記①～③の内容を公表
予定日の７日前までに通知

公表対象となる建物は？


